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「史跡小笠原氏城跡保存活用計画」とは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ どんな内容なの？ 

 史跡小笠原氏城跡は、鎌田地区にある井川城跡及び入山辺地区・里山辺地区に

ある林城跡（林大城、林小城）で構成されています。平成２９年及び３１年に国

の史跡に指定されました。 

 史跡小笠原氏城跡保存活用計画は、史跡小笠原氏城跡を活用しながら保存して

いくための基本方針を定める計画です。 

史跡の学術的な価値、現状と課題を明らかにした上で、今後の保存、調査研究、

活用、整備等の基本方針を示しています。 

 

Ｑ 市民生活にどんな影響を与えるの？ 

 史跡小笠原氏城跡保存活用計画に示した基本方針に基づき、史

跡の保存、活用、整備等に取り組みます。 

１ 史跡小笠原氏城跡の保存 

  国の史跡としての価値を後世に確実に継承します。 

２ 史跡小笠原氏城跡の活用 

学校教育や生涯学習などの学びの場、地域づくりの場、観光

資源等として活用を図ります。 

３ 史跡小笠原氏城跡の整備 

  室町時代から戦国時代の城館の姿を体感でき、地域住民や見

学者が快適に史跡を見学・利用し、市民の憩いの場や活動の場

として活用できる整備を目指します。 

 

意見募集期間： 

令和４年１月１５日（土）から令和４年２月１４日（月）

まで 

ご意見 

お待ちして

います！ 


